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１ 目的 
この基準は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という。）、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37

号。以下「政令」という。）及び消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号。以下「省令」という。）の規定に
基づき設置される消防用設備等について、技術基準の法令解釈及び指導基準並びに運用を明確にし、当市におけ
る審査事務の円滑な運用を図ることを目的とする。 

 
 
２ 運用上の留意事項 

この基準は、防火に関する規定の運用解釈、取扱いなど法令基準によるものに加え、消防機関として有する火
災等の災害に係る知見及び建築物の密集性や当市消防機関の消防力あるいは消防用設備等に係る技術的背景等か
ら、防火対象物の用途特性に応じた安全対策を向上するために当市が附加した事項も含まれている。 
このうち行政指導事項（基準内は▲●で表示）は、防火対象物の安全性の向上に相応の効果があるものとして

定めたものであるが、防火対象物の関係者に義務を課すものではなく、相手方の任意の協力により実現されるも
のである。 
つまり、職員が当該防火対象物の関係者に対して、火災に対する安全性の向上、必要性や具体策について、火

災事例や技術的背景等を踏まえた説明をし、防火対象物の関係者に判断を委ね、その理解を得て具体化すること
に留意する必要がある。 
なお、当該事項に係る行政指導は、指導経過等を明確に記録する等、事務処理上の不均衡を生じないよう配慮

が必要である。 
 

凡 例 
無印：法令基準（法令解釈又は運用基準を含む。） 
▲ ：行政指導基準であることを示す印 
● ：法令基準に行政指導を加えた基準を示す印 

 
 
３ 基準の適用範囲 

この基準は、令和６年４月１日から適用する。 
なお、この基準適用の際、新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中又は消防用設備等の改修中以外

の防火対象物のうち、適用後の規定に適合しないものに係る消防用設備等の技術基準は、従前の例によることと
として差し支えない。 

 
 
４ 認定品（省令第 31 条の４関係） 

省令第 31 条の４に定める登録認定機関により認定を受けた消防用設備等又はこれらの部分である機械器具（以
下「認定品）という。）であり、第１-１表に示すものをいう。 
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省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

 

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

11
条
の

2第
2号

 
○

第
12
条
第

1項
第

1号
の

2 
○

第
13
条
の

6第
4項

第
7号

 
○

第
18
条
第

4項
第

3号
の

2 
○

第
22
条
第

1号
の

2 

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
放
水

に
必
要
な
器
具
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

補
助
散
水
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
、
泡

消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
並
び
に
屋
外
消

火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具

 

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成

25
年

3月
消
防
庁
告
示
第

2号
）
〔
屋
内
消
火
栓
等
告
示
〕

 

○
日
本
消
防
検
定
協
会

 
○

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全

セ
ン
タ
ー
（
放
水
口
）

 

○
第

12
条
第

1項
第

6号
ニ
ロ
及
び
ホ
ロ

 
○

第
14
条
第

1項
第

10
号

 
○

第
16
条
第

3項
第

2号
の

2 
○

第
18
条
第

4項
第

8号
 

○
第

22
条
第

8号
 

合
成
樹
脂
製
の
管
及
び
管
継
手

 
合
成
樹
脂
製
の
管
及
び
管
継
手
の
基
準
（
平
成

13
年

3月
消
防

庁
告
示
第

19
号
）
〔
合
成
樹
脂
管
等
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

○
第

12
条
第

1項
第

6号
ホ
イ
並
び
に
ト
イ
及
び
ロ

 
金
属
製
管
継
手
及
び
バ
ル
ブ
類

 
金
属
製
管
継
手
及
び
バ
ル
ブ
類
の
基
準
（
平
成

20
年

12
月
消

防
庁
告
示
第

31
号
）
〔
金
属
製
管
継
手
等
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ

 
ン
タ
ー

 

○
第

12
条
第

1項
第

7号
ニ

 

ポ
ン
プ
方
式
の
加
圧
送
水
装
置

 
加
圧
送
水
装
置
の
基
準
（
平
成

9年
6月

消
防
庁
告
示
第

8号
）

〔
加
圧
送
水
装
置
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 
圧
力
水
槽
方
式
の
加
圧
送
水
装
置

 

加
圧
送
水
装
置
の
制
御
盤

 

○
第

14
条
第

1項
第

6号
ヘ

 
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
送
水
口

 
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
の
送
水
口
の
基
準
（
平
成

13
年

6月
消
防
庁
告
示
第

37
号
）
〔
送
水
口
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
消
防
放
水
器
具
工

 
業
会

 
○

第
13
条
の

4第
2項

、
同
条
第

3項
第

1号
 

○
第

13
条
の

6第
1項

第
5号

、
同
条
第

2項
第

5号
 

○
第

14
条
第

2項
第

3号
 

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
設
備

 

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置

及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
（
平
成

8年
8月

消
防
庁
告
示
第

6号
）
〔
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
基
準
告
示
〕

 
日
本
消
防
検
定
協
会

 

○
第

19
条
第

2項
第

4号
、
同
条
第

3項
第

4号
 

○
第

20
条
第

1項
第

4号
、
同
条
第

2項
第

2号
 

○
第

21
条
第

1項
第

3号
及
び
同
条
第

2項
第

2号
 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
設
備
及
び
粉
末
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
の
基
準
（
平
成

7年
6月

消
防
庁
告
示
第

7号
）
〔
噴
射
ヘ
ッ
ド
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

 

第
１

-１
表
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 ○

第
19
条
第

5項
第

6号
の

2、
第

8号
、
第

9号
ニ
、
第

12
号
及

び
第

13
号
ハ

 
○

第
20
条
第

4項
第

4号
イ
、
第

6号
の

2、
第

8号
及
び
第

11
号

 
○
第

21
条
第

4項
第

3号
ロ
及
び
ハ
、
第

5号
の

2並
び
に
第

12
号

 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
設
備
及
び
粉
末
消
火
設
備
の
容
器
弁
、
安

全
装
置
及
び
破
壊
板

 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
容
器
弁
、
安
全
装
置
及
び
破
壊
板

の
基
準
（
昭
和

51
年

8月
消
防
庁
告
示
第

9号
）
〔
容
器
弁
等
告

示
〕

 

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ

ン
タ
ー

 
 

○
第

19
条
第

5項
第

10
号

 
○

第
20
条
第

4項
第

4号
ロ
、
同
条
第

5項
 

○
第

21
条
第

4項
第

3号
ニ
、
同
項
第

7号
ホ
ヘ
及
び
同
条
第

5
項

 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
設
備
及
び
粉
末
消
火
設
備
の
放
出
弁

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
放
出
弁
の
基
準
（
平
成

7年
1月

消
防
庁
告
示
第

1号
）
〔
放
出
弁
告
示
〕

 

○
第

19
条
第

5項
第

11
号
ニ

 
○

第
20
条
第

4項
第

10
号

 
○

第
21
条
第

4項
第

11
号

 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
設
備
及
び
粉
末
消
火
設
備
の
選
択
弁

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
選
択
弁
の
基
準
（
平
成

7年
1月

消
防
庁
告
示
第

2号
）

 

○
第

19
条
第

5項
第

17
号
ニ

 
○

第
20
条
第

4項
第

13
号

 
○

第
21
条
第

4項
第

15
号

 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
設
備
及
び
粉
末
消
火
設
備
の
音
響
警
報
装

置
 

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
音
響
警
報
装
置
の
基
準
（
平
成

7年
1月

消
防
庁
告
示
第

3号
）

 

○
第

19
条
第

5項
第

19
号
イ
（
ハ
）

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
閉
止
弁

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
閉
止
弁
の
基
準
（
令
和
４
年

9月
消
防

庁
告
示
第

8号
 

○
第

19
条
第

5項
第

19
号
の

3 
○

第
20
条
第

4項
第

14
号
の

2 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
及
び
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物

 
消
火
設
備
の
制
御
盤

 
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
制
御
盤
の
基
準
（
平
成

13
年

6 
月
消
防
庁
告
示
第

38
号
）

 

○
第

19
条
第

6項
第

6号
 

○
第

20
条
第

5項
第

3号
 

○
第

21
条
第

5項
第

3号
 

移
動
式
の
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
、
移
動
式

の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
及
び
移
動
式
の

粉
末
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
、
ノ
ズ
ル
、
ノ
ズ

 
ル
開
閉
弁
及
び
ホ
ー
ス
リ
ー
ル

 

移
動
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
等
の
ホ
ー
ス
、
ノ
ズ
ル
、
ノ
ズ

ル
開
閉
弁
及
び
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
の
基
準
（
昭
和

51
年

2月
消
防
庁

告
示
第

2号
）

 

○
第

21
条
第

4項
第

9号
ハ

 
粉
末
消
火
設
備
の
定
圧
作
動
装
置

 
粉
末
消
火
設
備
の
定
圧
作
動
装
置
の
基
準
（
平
成

7年
1月

 
消
防
庁
告
示
第

4号
）
〔
定
圧
作
動
装
置
告
示
〕
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省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

24
条
第

5号
ト
及
び
第

5号
の

2ニ
 

地
区
音
響
装
置

 
地
区
音
響
装
置
の
基
準
（
平
成

9年
6月

消
防
庁
告
示
第

9号
）

 
日
本
消
防
検
定
協
会

 

○
第

24
条
の

2の
3第

2項
 

ガ
ス
漏
れ
検
知
器

 

ガ
ス
漏
れ
検
知
器
並
び
に
液
化
石
油
ガ
ス
を
検
知
対
象
と
す

る
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
に
使
用
す
る
中
継
器
及
び
受
信

機
の
基
準
（
昭
和

56
年

6月
消
防
庁
告
示
第

2号
）
〔
ガ
ス

 
漏
れ
検
知
器
告
示
〕

 

 

○
第

25
条
第

3項
第

1号
 

火
災
通
報
装
置

 
火
災
通
報
装
置
の
基
準
（
平
成

8年
2月

消
防
庁
告
示
第

1号
）

〔
火
災
通
報
装
置
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ

 
ン
タ
ー

 

○
第

25
条
の

2第
3項

 
非
常
警
報
設
備
の
非
常
ベ
ル
、
自
動
式
サ
イ

レ
ン
及
び
放
送
設
備

 
非
常
警
報
設
備
の
基
準
（
昭
和

48
年

2月
消
防
庁
告
示
第

6号
）

〔
非
常
警
報
告
示
〕

 
日
本
消
防
検
定
協
会

 

 

○
警
報
設
備

 

省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

27
条
第

1項
第

11
号

 

避
難
は
し
ご

 

避
難
器
具
の
基
準
（
昭
和

53
年

3月
消
防
庁
告
示
第

1号
）

〔
避
難
器
具
告
示
〕

 

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 
す
べ
り
台

 

避
難
ロ
ー
プ

 

救
助
袋

 

す
べ
り
棒

 

 
避
難
用
タ
ラ
ッ
プ

 

避
難
橋

 

避
難
器
具
用
ハ
ッ
チ

 
避
難
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細

目
（
平
成

8年
4月

消
防
庁
告
示
第

2号
）
〔
避
難
器
具
設
置
基

準
告
示
〕

 
(一
社

)全
国
避
難
設
備
工
業
会
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○
   
第

28
条
の

3第
6項

 

誘
導
灯

 

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
（
平
成

11
年

3月
消
防
庁
告
示

第
2号

）
〔
誘
導
灯
告
示
〕

 

(一
社

)日
本
電
気
協
会

 

中
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
及
び
高
輝
度
蓄
光

式
誘
導
標
識

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
光
を
発
す
る
誘
導

標
識

 
(一
社

)日
本
消
防
防
災
電
気
エ
ネ

ル
ギ
ー
標
識
工
業
会

 

    

省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

30
条
の

3第
3号

イ
 

○
第

31
条
第

5号
ハ
並
び
に
ニ
イ
及
び
ロ

 
金
属
製
管
継
手
及
び
バ
ル
ブ
類

 
金
属
製
管
継
手
及
び
バ
ル
ブ
類
の
基
準
（
平
成

20
年

12
月
消

防
庁
告
示
第

31
号
）
〔
金
属
製
管
継
手
等
告
示
〕

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

○
第

30
条
の

3第
4号

ホ
 

○
第

31
条
第

4号
の

2 
連
結
散
水
設
備
及
び
連
結
送
水
管
の
送
水
口

 
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
の
送
水
口
の
基
準
（
平
成

13
年

6月
消
防
庁
告
示
第

37
号
）
〔
送
水
口
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
消
防
放
水
器
具
工
業

会
 

○
第

30
条
の

3第
1号

ヘ
 

散
水
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
開
放
型
の
も
の

 
開
放
型
散
水
ヘ
ッ
ド
の
基
準
（
昭
和

48
年

2月
消
防
庁
告
示
第

7号
）

 
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

○
第

31
条
第

4号
の

2及
び
第

6号
ロ

 
連
結
送
水
管
の
放
水
口
及
び
放
水
用
器
具

 
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成

25
年

3月
消
防
庁
告
示
第

2号
）
〔
屋
内
消
火
栓
等
告
示
〕

 

○
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全

セ
ン
タ
ー

 
○

日
本
消
防
検
定
協
会

 

 ○
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
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省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

12
条
第

1項
第

4号
イ
（
ニ
）
⑴

 
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
非
常
電
源
専
用
受
電
設
備

 
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
非
常
電
源
専
用
受
電
設
備
の
基
準
（
昭
和

50
年

5月
消
防
庁
告
示
第

7号
）

 
(一
社

)日
本
電
気
協
会

 

○
第

12
条
第

1号
第

4号
イ
（
ホ
）

 
配
電
盤
及
び
分
電
盤

 
配
電
盤
及
び
分
電
盤
の
基
準
（
昭
和

56
年

12
月
消
防
庁
告
示

第
10
号
）
〔
配
電
盤
等
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
電
気
協
会

 

○
第

12
条
第

1項
第

4号
ロ
（
ニ
）

 
自
家
発
電
設
備

 
自
家
発
電
設
備
の
基
準
（
昭
和

48
年

2月
消
防
庁
告
示
第

1 
号
）
〔
自
家
発
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
内
燃
力
発
電
設
備
協

会
 

○
第

12
条
第

1項
第

4号
ハ
（
ニ
）

 
蓄
電
池
設
備

 
蓄
電
池
設
備
の
基
準
（
昭
和

48
年

2月
消
防
庁
告
示
第

2号
）

〔
蓄
電
池
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
電
気
協
会

 

○
第

12
条
第

1項
第

4号
ニ
（
ロ
）

 
燃
料
電
池
設
備

 
燃
料
電
池
設
備
の
基
準
（
平
成

18
年

3月
消
防
庁
告
示
第

8 
号
）
〔
燃
料
電
池
告
示
〕

 
(一
社

)日
本
電
気
協
会

 

○
第

12
条
第

1項
第

4号
ホ
（
ロ
）
た
だ
し
書

 
耐
火
電
線

 
耐
火
電
線
の
基
準
（
平
成

9年
12
月
消
防
庁
告
示
第

10
号
）

 
(一
社

)電
線
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー

 

○
第

12
条
第

1項
第

5号
ロ
た
だ
し
書

 
耐
熱
電
線

 
耐
熱
電
線
の
基
準
（
平
成

9年
12
月
消
防
庁
告
示
第

11
号
）

 
(一
社

)電
線
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー

 

   

省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
械
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
第

12
条
第

1項
第

8号
 

○
第

14
条
第

1項
第

12
号

 
○

第
16
条
第

3項
第

6号
 

○
第

18
条
第

4項
第

15
号

 
○

第
19
条
第

5項
第

23
号

 
○

第
20
条
第

4項
第

17
号

 
○

第
21
条
第

4項
第

19
号

 

総
合
操
作
盤

 
総
合
操
作
盤
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成

16
年

5月
消
防
庁
告

示
第

7号
）
〔
操
作
盤
基
準
告
示
〕

 

○
日
本
消
防
検
定
協
会

 
○

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

 ○
電
気
設
備

 
 ○
総
合
操
作
盤
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 ○

第
22
条
第

11
号

 

○
第

24
条
第

9号
 

○
第

24
条
の

2の
3第

1項
第

10
号

 

○
第

25
条
の

2第
2項

第
6号

 

○
第

28
条
の

3第
4項

第
12
号

 

○
第

30
条
第

10
号

 

○
第

30
条
の

3第
5号

 

○
第

31
条
第

9号
 

○
第

31
条
の

2第
10
号

 

○
第

31
条
の

2の
2第

9号
 

総
合
操
作
盤

 
総
合
操
作
盤
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成

16
年

5
月
消
防
庁

告
示
第

7
号
）
〔
操
作
盤
基
準
告
示
〕

 

○
日
本
消
防
検
定
協
会

 

○
(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

   

省
 

令
 

消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る

機
器
器
具

 
告
示
〔
略
称
〕

 
登
録
認
定
機
関

 

○
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設

備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

16
年

5月
総
務
省
令
第

92
号
）

 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備

 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成

16
年

5
月
消
防
庁
告
示
第

12
 

号
）
〔
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
告
示
〕

 

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

○
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設

備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

16
年

5月
総
務
省
令
第

92
号
）

 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備

 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技

術
上
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成

16
年

5
月
消
防
庁
告
示
第

13
号
）
〔
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
告
示
〕

 

○
日
本
消
防
検
定
協
会

 
○

(一
財

)日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン

タ
ー

 

○
特
定
駐
車
場
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る

消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

26
年
３
月
総

務
省
令
第

23
号
）

 

閉
鎖
型
泡
水
溶
液
ヘ
ッ
ド
、
開
放
型
泡
水
溶

液
ヘ
ッ
ド
及
び
感
知
継
手

 

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
（
平
成

26
年
３
月
消
防
庁
告
示
第
５
号
）
〔
特
定

駐
車
場
告
示
〕

 
日
本
消
防
検
定
協
会

 

 ○
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
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